
 

 

 

重要事項説明書 
（通所介護） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 神戸日の出会 

デイサービスセンター サンホーム西神 

 



 

本人または御家族が利用しようと考えられている通所介護について、利用契約を締

結する前に知っておいて頂きたい内容を説明します。 

 

１．通所介護サービスを提供する業者 

（１）事業者名称     社会福祉法人 神戸日の出会 

  （２）所在地       神戸市西区平野町印路字下四ツ塚８８７番地の８ 

  （３）理事長       搆 忠宏 

  （４）電話        （０７８）５６９－５２０２ 

  （５）FAX        （０７８）９６１－５５９０ 

 

２．利用者への通所介護サービスを行う事業所 

  （１）事業所名称     デイサービスセンター サンホーム西神 

  （２）介護保険指定     

     事業所番号     ２８７５２０５１８５ 

  （３）所在地       神戸市西区高塚台５丁目１３ 

  （４）管理者       古川 義喜 

  （５）電話        （０７８）９９７－５５５５ 

  （６）FAX        （０７８）９９７－５６５６ 

 

３．事業の目的および運営方針 

  （１）事業の目的 

デイサービスセンターサンホーム西神は、要介護状態と認定された利用

者に対し、介護保険法令に従って、利用者がその有する能力に応じて自立

した日常生活を営むことができるよう、適切な指定通所介護事業を提供す

ることを目的とする。 

 

（２）事業の方針 

      利用者の病状、心身の状況および、その置かれている環境の的確な把握

に努め、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活が営む

ことが出来るよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことに

より、心身機能の維持、ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担

の軽減を図る。 

 

 

 

 

 



４．通所介護サービスの内容、利用料金 

  （１）サービス内容 （２）利用料金 ※１単位＝１０．５４円 

     ①食事（昼食） ②送迎 ③入浴 ④介護 ⑤看護 ⑥個別機能訓練 

⑦口腔ケア ⑧レクリエーション・創作活動 ⑨相談援助サービス 

 

サービス提供区分 要介護度 単位数 
ご利用者様負担額 

1割 2割 3割 

7時間以上 8時間未満 

通常規模型 

通所介護費 

要介護１ 658単位 694円 1,387円 2,081円 

要介護２ 777単位 819円 1,638円 2,457円 

要介護３ 900単位 949円 1,898円 2,846円 

要介護４ 1,023単位 1,079円 2,157円 3,235円 

要介護５ 1,148単位 1,210円 2,421円 3,630円 

 

 

加算名称 単位数 ご利用者様負担額 算定回数等 

通所介護 

入浴介助加算（Ⅰ） 
40単位 

1割 43円 
入浴介助を実施

した日数 
2割 85円 

3割 127円 

通所介護 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 
56単位 

1割 59円 
個別機能訓練を 

実施した日数 
2割 118円 

3割 177円 

通所介護 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 
150単位 

1割 159円 
月に２回を限度

として算定 
2割 317円 

3割 475円 

通所介護 

サービス提供体制強化加算

（Ⅱ） 

18単位 

1割 19円 
サービス提供日

数（利用数） 
2割 38円 

3割 57円 

科学的介護 

推進体制加算 
40単位 

1割 43円 

１月につき 2割 85円 

3割 127円 

通所介護送迎減算 

(事業所が送迎を行わない場合) 
47単位減算 

1割 -50円 

片道につき 2割 -99円 

3割 -149円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 9.2％を加算 １月につき 

 

 

 

 



・その他の料金 

      お食事代（おやつ付）        ５００円 

行事費 （外出・外食等）      行事ごとに異なります 

 

 支払い方法 

※ お支払い方法は、月末締め翌月支払いの金融機関口座自動引き落としと  

なります。請求書を御確認の上、引き落としの御準備をお願い致します。 

    請求書発送  翌月２０日発送 （２７日引き落し） 

 

 

  注） 利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合、上記に係る利用料

は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」

を交付しますので、｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス

費の支給（利用者負担額を除く）申請を行ってください。 

 

５．営業日・定休日及び営業時間 

     ①営業日・定休日 

       ＜営業日＞  月曜日～土曜日 祝祭日実施 

       ＜定休日＞  日曜日・１月１日・１月２日 

 

     ②サービス提供時間 

      午前９時３０分から午後４時４０分までとする。 

 

     ③悪天候時の対応 

      大雨・洪水・暴風・大雪警報の発令または、台風の接近等により、通常

のサービスの実施において危険があると施設が判断した場合は、本人ま

たは、ご家族に連絡のうえ、臨時休業とさせて頂きます。 

 

６．通所介護サービスについて 

①介護保険証の確認 

 通所介護サービスを行うに当たり、初回利用時および、介護保険更新時

に、ご利用希望者の介護保険証を確認させて頂きます。 

 

②施設サービス内容 

  サービス内容に関しては、居宅サービス計画に基づき通所介護計画を 

      作成し提供致します。 

 

 



７．緊急時の対応 

（１）サービス提供中に、ご利用者の病状が重篤なものとなり、当施設における適

切な対応が困難な状態、または専門的な医学的対応が必要と判断した場合、

他の専門的機関を紹介いたします。 

 

（２）サービス利用中にご利用者の心身の状態が急変した場合は、ご利用者および

そのご家族が指定する緊急連絡先へ連絡し、心肺蘇生等適切な救命法を実施

するとともに、関係機関への通報等必要な措置を講じます。 

 

（３）その他緊急時の対応については、予めご利用者およびそのご家族と当施設と

の協議において、定めさせていただきます。 

 

８．施設利用に当たっての留意事項 

   ＊飲酒・喫煙 

     施設内での飲酒・喫煙はご遠慮下さい。 

 

   ＊設備・備品の利用 

     備え付けの備品・設備は本来の用法に従ってご利用下さい。 

     故意または過失によって破損した場合、実費弁償していただきます。 

 

   ＊金銭・貴重品の管理 

     必要以上の金銭や貴重品は持ち込まないようにお願い致します。 

 

   ＊宗教活動 

     施設内での宗教活動はご遠慮下さい。 

 

   ＊迷惑行為等 

     集団生活ですので「和」を大切にして頂き、騒音等利用者の迷惑に 

     なる行為や言動はご遠慮願います。迷惑行為があった場合利用中止 

     をお願いすることがあります。 

 

＊緊急時の連絡先 

       緊急時の場合には、契約書等にご記入頂いた連絡先に連絡致します。 

 

 

 

 

 



９．非常災害対策 

    非常口        ２箇所設置 

    消火器        ２箇所設置 

    自動火災報知機    各部屋に設置 

防火訓練・避難訓練  年２回実施 

 

 

１０．秘密の保持と個人の保護 

 （１）利用者およびその家族に関する秘密について 

    事業者および事業者が使用する職員は、サービス提供をする上で知り得 

    た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏洩 

    しません。この秘密を保持する義務は契約が完了した後も継続します。 

 

 （２）個人情報の保護について 

    ①事業者は、利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物 

     については、善良な管理者の注意をもって管理し、また、処分の際 

     についても第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

②事業者は、利用者の利益に帰すこと以外、個人情報を用いません。 

     また、利用者の家族の個人情報についても同様とします。 

 

③予め同意を得た上で下記の場合にのみ個人情報を用いる事とします。 

＊ 事業者が行う管理運営業務のうち、会計、経理、事故等の報告。 

＊ 当該利用者に対して、居宅サービスを提供する居宅介護支援事業

者や他の居宅サービス事業者との連携（サービス担当者会議等）

および 照会への回答。 

＊ 家族等への心身の状況説明。 

＊介護保険事務のうち、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払

機関または、保険者からの照会への回答。 

＊損害賠償保険などに係る保険会社等への相談または、届出等。 

＊ 緊急時に掛かる医療機関への情報提供。 

＊介護保険サービスの質の向上を図る為に学会、研究会等での事例研 

究発表等。なおこの場合、利用者個人を特定できないように仮名等

を使用することを厳守する。 

 

 

 

 



１１．虐待防止に関する事項 

＊事業者は、高齢者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 

１２．通所介護サービスに関する相談、苦情について 

  福祉サービスの提供に対する苦情への適切な対応を行うことにより、利用者の満

足度の向上や利用者個人の権利擁護を図るとともに、利用者の福祉サービスの適切

な利用を支援します。 

また、社会性や客観性を確保し、一定のルールに従った方法で解決を進めること

により、円滑、円満な解決の促進や本会の信頼や適性の確保を図ります。 

 

 

（１）苦情受付解決体制 

 

＜苦情窓口＞ 

  受付時間      月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 

  問い合わせ先    ０７８－９９７－５５５５ 

 

＜苦情受付担当者＞ 

管理者兼生活相談員       古川 義喜 

  機能訓練指導員         福山 文太 

 

＜苦情解決責任者＞ 

管理者兼生活相談員       古川 義喜 

 

＜対応の手順＞ 

① 相談窓口にて、苦情・相談を受けた場合、窓口相談者は状況を詳細に把握するよ 

う必要に応じて、状況の聞き取りのための面接を実施し、事情の確認を行い管理 

者に報告します。 

 

② 管理者は事実関係の確認を行ったうえで、苦情処理委員会を開催し対応を検討し

ます。 

 

③ 苦情、ご相談内容に対し対応方法を含めた経過報告し、話し合いを行います。 

 

④ 続いて、苦情の再発を防ぐ為、７日以内に文章あるいは会議を開催し、全職員に 

周知徹底します。苦情、ご意見頂いた内容を今後に活かせる様に努めます。 



＜第三者委員＞ 

  苦情解決に社会性、客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応

を推進するため、第三者委員を設置します。 

 

中垣 正樹  

白井 三千代 

 

（２）苦情処理の体制 

社会福祉法人神戸日の出会が運営するデイサービスセンターサンホーム西神での

苦情に対しては、事業所で対応するものとするが、苦情によっては、行政窓口を紹

介し、行政または、国保連合会より指導を受けた場合はその指示に従う。 

 

＜神戸市福祉局監査指導部＞ 

  住所 神戸市中央区加納町６‐５‐１神戸市役所１号館２０Ｆ 

    電話 ０７８‐３２２－６３２６ 

  受付時間 平日８：４５～１２：００、１３：００～１７：３０ 

 

＜養介護施設従事者等による高齢者虐待通報専用電話（監査指導部内）＞ 

  住所 神戸市中央区加納町６‐５‐１神戸市役所１号館２０Ｆ 

  電話 ０７８－３２２－６７７４ 

受付時間 平日８：４５～１２：００、１３：００～１７：３０ 

 

＜神戸市消費生活センター＞ 

  住所 神戸市中央区橘通３－４－１ 神戸市総合福祉センター５階 

  電話 ０７８－３７１－１２２１  

受付時間 平日９：００～１７：００ 

 

＜兵庫県国民健康保険団体連合会＞ 

  住所 神戸市中央区三宮町１－９－１－１８０１ センタープラザ内 

  電話 ０７８－３３２－５６１７  

受付時間 平日８：４５～１７：１５ 

 

１３．事業継続計画について 

  感染症や災害の発生時において、必要な介護サービスの提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、業務継続

計画に従い必要な措置を講じていきます。 

 

 



 

重要事項説明書受諾書 

 

デイサービスセンターサンホーム西神のサービス提供開始に際し、重要事項

説明書を交付し契約書及び本書面に基づいて重要な事項の説明を行いました。 

 

令和  年  月  日 

  説明者 

所  属  デイサービスセンター サンホーム西神 

     職  名  管理者 兼 生活相談員 

氏  名  古川 義喜               印 

 

私は、事業者から重要事項説明書の交付及び本書面に基づき説明を受け、 

デイサービスセンターサンホーム西神の介護サービス提供開始について同意

しました。 

 

 契約者（利用者） 

 

   住 所                          

 

   氏 名                         印 

 

私は、契約者が事業者から重要事項説明書の交付及び本書面に基づき説明を

受け、デイサービスセンターサンホーム西神の介護サービス提供開始に同意

しましたので、契約者に代わって署名を代行いたします。 

 

保証人 

 

住 所                          

 

   氏 名                         印 

（契約者との関係          ） 


